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特別解説

はじめに

公認会計士・監査審査会（以下「審査会」

という）は、監査及び会計の専門家はもとよ

り市場関係者及び学生や社会人など一般の

方々に対しても、監査事務所（公認会計士事

務所又は監査法人をいう）の状況等につい

て分かりやすい形で情報提供するとの観点か

ら、平成28年以降、年次で監査事務所に関す

る「モニタリングレポート」を公表している。

今般、監査事務所や被監査会社の概況に関

するデータ更新のほか、審査会のモニタリン

グ活動を通じて入手した最新の情報を追加す

るなど、審査会の令和４事務年度のモニタリ

ングの成果等を盛り込んだ「令和５年版モニ

タリングレポート」（以下「本レポート」と

いう）を取りまとめ、本年７月14日に公表し

たところである。本レポートには、内部監査

人等が職務を行う上で有用な情報が多く含ま

れており、参考になれば幸いである。

本レポートの概要

本レポートは、「Ⅰ．監査業界の概観」、「Ⅱ．

審査会によるモニタリング」、「Ⅲ．監査事務

所の運営状況」及び「Ⅳ．監査をめぐる環境

変化への対応」の４部により構成されている。

本稿では、各部の主なポイントを紹介するが、

紙幅の関係で紹介しきれなかった部分もあ

り、ぜひ、審査会ウェブサイトに掲載してい

る本レポート全文（カラー図版）をお読みい

ただければ幸いである。

（注）「モニタリング」とは、検査と検査以外のモ

ニタリングの両方を包含している。検査以外の

モニタリングとは、監査事務所に係る報告徴収、

ヒアリング、監査事務所及び関係先との意見交

換･連携等を通じた情報収集など検査以外の活

動を指す。また「事務年度」とは、７月から翌

年６月までの１年間を指している。

Ⅰ．監査業界の概観
公認会計士、監査事務所、被監査会社等の

状況を記載するなど監査業界の全体像を俯瞰

している。

上場会社などに対する金融商品取引法（以

下「金商法」という）又は会社法に基づく監

査については、そのほとんどが５人以上の公

認会計士からなる監査法人により行われてい

るが、監査法人（280法人、令和５年３月末）

における現況をみると、引き続き大手監査法

人への集中が特徴としてみられる。

監査法人に所属している公認会計士のうち

約７割が大手監査法人に所属しており、監査

証明業務数では全体の約６割、監査業務収入

では約８割のシェアとなっている【図表１】。

（注）本レポートにおいて大手監査法人とは、有

公認会計士・監査審査会の
最近のモニタリング活動について
～「令和５年版モニタリングレポート」のポイント～
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限責任あずさ監査法人、ＥＹ新日本有限責任監

査法人、有限責任監査法人トーマツ、PｗＣあ

らた有限責任監査法人１をいう。各法人はいわ

ゆるBig４（ＫＰＭＧ、ＥＹ、Deloitte、PｗＣ）

と呼ばれるグローバルネットワークと提携して

いる。

上場国内会社（3,897社、令和４年度末）

の監査は大手監査法人の寡占状態となってお

り、会社数ベースでは約６割であるが、時価

総額ベースでみると大手監査法人の割合は約

９割を占めている【図表２】。これは、時価

総額の大きい会社ほど、業務の規模が大きく

複雑で、かつ国際化が進んでいることから、

その監査には多数の監査人員と多様な専門能

力が求められることとなり、大手監査法人以

外の監査法人では対応が困難であるためと考

えられる。

なお、こうした大手監査法人の寡占の状況

は、米国・英国でも同様であり、主要な上場

会社における監査業務のシェアでみると、日

本96％、米国99％、英国92％（会社数ベース）

となっている【図表３】。

また既上場会社のみならず、新規上場（Ｉ

ＰＯ）会社に対する監査でも、大手監査法人

のプレゼンスは大きい。令和４年12月期につ

いてみると、大手監査法人は、新規上場国内

会社91社（Tokyo Pro Marketへの上場を除

く）のうち47社（約52％）を監査しているが、

準大手監査法人及び中小監

査法人のシェアが増加する

傾向にある。

国際的な品質管理基準で

ある「国際品質マネジメン

ト基準第１号」（ＩＳＱＭ

１）等の新設・改訂を踏ま

え、監査に関する品質管理

基準が改訂されている。改

訂された品質管理基準（以

下「改訂基準」という）の

下では、監査事務所自らが

【図表１】監査法人の分類別シェア（令和３年度）
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（資料）令和３年度の日本公認会計士協会の会員情報及び
各監査法人から提出された業務報告書から集計

【図表２】会計監査人の規模別上場国内会社の時価総額の推移
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（資料）QUICK、取引所データより審査会作成

【図表３】	日本、米国及び英国での主要な上
場会社における４大グローバルネットワー
クの監査業務シェア（会社数ベース）

日本 米国 英国

４大グローバルネット
ワークの割合 96％ 99％ 92％

（注）以下の株価指数に採用されている会社数を基に
シェアを算出

　日本 日経225　  米国 S&P500　  英国 FTSE350

１ ＰｗＣあらた有限責任監査法人は2023年12月１日付けで準大手監査法人であるＰｗＣ京都監査法人と合併し、PwC 
Japan有限責任監査法人に名称を変更する予定であることを10月16日に公表している。



44 月刊監査研究　2023. 11（No.600）

特別解説　

①　品質目標を設定し、

②　品質目標の達成を阻害する品質

リスクを識別して評価し、

③　評価した品質リスクに対処する

ための方針又は手続を定めて運用

し、

④　不備があれば根本原因に基づき

改善

するリスク・アプローチに基づく品

質管理システムを導入し、品質管理

システムに関する最高責任者が少な

の結果、必要と認められた場合には協会や監

査事務所等に対して報告徴収や立入検査を実

施、④検査等の結果、必要と認められた場合

には、金融庁長官に対し行政処分等の勧告を

実施。

⑵	　検査の実施状況【図表５】

審査会は、審査及び報告徴収の結果、公益

又は投資者保護のため必要かつ適当と認める

ときは、監査事務所等に対して検査を行う。

また、協会の適正な運営を確保するため必要

と認めるときは、協会に対して検査を行う。

監査事務所への検査の頻度は、監査事務所

の規模により異なる。大手監査法人について

は、２年に一度検査（通常検査）を実施して

おり、平成28事務年度からは、通常検査の

次事務年度に改善状況の検証を目的とするフ

ォローアップ検査を実施している。準大手監

査法人については、原則として３年に一度検

査を実施している。なお、フォローアップ検

くとも年に一度、基準日を定めて品質管理シ

ステムを評価し、当該システムの目的が達成

されているという合理的な保証を監査事務所

に提供しているかを結論付ける。改訂基準は

令和５年７月１日（公認会計士法上の大規模

監査法人（直近の会計年度において監査証明

業務を行った上場会社等の総数が100以上と

なっている監査法人）以外の監査事務所にお

いては令和６年７月１日）以後開始する事業

年度又は会計期間に係る財務諸表の監査から

適用される。

Ⅱ．審査会によるモニタリング
⑴　審査・検査等のスキーム【図表４】

審査会は、その必要が認められる場合には、

監査事務所や日本公認会計士協会（以下「協

会」という）に対して、報告徴収や立入検査

などのモニタリングを実施する。審査会によ

る審査・報告徴収、及び検査の流れは次のよ

うなものである；

①審査会は協会か

ら品質管理レビュ

ーの状況報告を受

領、②協会が行う

品質管理レビュー

や監査事務所が行

う監査業務が適切

になされているか

審査、③その審査

【図表５】直近５年間の検査の実施状況（着手日ベース）（単位：事務所数）

年度／事務年度 Ｈ30
（注１）

Ｒ元
（注１）

Ｒ２
（注１）

Ｒ３
（注１）

Ｒ４
（注１）

大手監査法人 ４（２） ４（２） ４（２） ４（２） ２

準大手監査法人 １ ２ ２ １ ２

中小規模監査事務所 ５（１） ３ ４ ４ ５

外国監査法人等（注２） ０ １ ０ ０ １

合計 10（３） 10（２） 10（２） ９（２） 10

（注１）括弧内はフォローアップ検査を実施した事務所数を内数として記載
（注２）外国監査法人等に対しても、適宜、報告徴収及び検査を実施
（資料）審査会検査結果より審査会作成

【図表４】審査会による審査、報告徴収及び検査のスキーム

品質管理レビュー
の実施日本公認会計士協会 監査事務所

③報告徴収、検査

②審査

④勧告

行政処分その他の措置

①品質管理レビュー
の報告

公認会計士・監査審査会金融庁
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査においては、その目的から、原則として個

別監査業務の検証を実施しないこととしてい

る。準大手監査法人については、原則として

３年に一度検査を実施している。中小規模監

査事務所については、品質管理レビューでの

指摘状況等を踏まえ、必要に応じて検査を実

施している。

⑶　検査結果の通知
審査会は監査事務所に対して検査を実施し

た際、監査事務所の責任者に対して検査の結

果を文書（検査結果通知書）で交付する。検

査結果通知書の主な記載項目は、①特に留意

すべき事項、②検査の視点、③品質管理態勢

の維持向上に向けて監査事務所が整備した業

務の執行の適正を確保するための措置（品質

管理態勢）の状況、④監査業務の実施（個別

監査業務）の状況、である。

記載項目のうち、「特に留意すべき事項」は

検査で認められた不備のうち重要と考えられ

るものを取りまとめたものであり、業務管理

態勢、品質管理態勢、個別監査業務の３項目

で構成されている。検査を受けた監査事務所

は、検査結果通知書の内容及び監査事務所の

対応状況を監査役等に対して書面で伝達する

ことが監査基準報告書により求められている

ところであるが、審査会では、「特に留意すべ

き事項」の記載内容については、内容をその

まま被監査会社の監査役等へ伝達するよう、

監査事務所に要請している。

⑷　総合評価の記載
平成28事務年度の検査（通常検査に限る）

から、検査先の業務運営の状況に応じた総合

評価（５段階）を検査結果通知書に記載し、

検査先に対しては、当該評価を被監査会社の

監査役等へ伝達するよう要請している。これ

は、審査会の評価を的確に伝えるとともに、

監査事務所から検査結果を開示される被監査

会社の監査役等が監査事務所の品質管理の水

準について適切に理解できるようにすること

を目的にしている。

総合評価は、監査事務所の「業務管理態勢」、

「品質管理態勢」及び「個別監査業務」の状

況に基づき、①良好であると認められる、②

改善すべき点があるものの概ね良好であると

認められる、③改善すべき重要な点があり良

好であるとは認められない、④良好でないも

のと認められ、業務管理態勢等を早急に改善

する必要がある、⑤著しく不当なものと認め

られる、の５段階に区分している。④と評価

した先に対しては、検査結果の通知と同時に

報告徴収を実施して速やかな改善を促すとと

もに、⑤と評価した先については金融庁長官

に対し行政処分等の勧告を行うこととなる。

⑸　総合評価の状況
平成28事務年度から令和４事務年度までの

間に着手し終了した通常検査における総合評

価の分布状況は【図表６】のとおりである。

総合評価のうち最上位の区分である「良好

【図表６】平成28～令和４事務年度検査における総合評価の状況（単位：事務所数）

区分（総合評価） 大手監査法人 準大手監査法人 中小規模
監査事務所

良好であると認められる（総合評価：１） − − −

改善すべき点があるものの概ね良好であると認められる
（総合評価：２） ４ ４ ３

改善すべき重要な点があり良好であるとは認められない
（総合評価：３） − １ ６

良好でないものと認められ、業務管理態勢等を早急に改善
する必要がある（総合評価：４） − ８

著しく不当なものと認められる（総合評価：５） − − 10

（資料）平成28事務年度から令和４事務年度の間に検査に着手し終了した監査事務所の総合評価を集計
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であると認められる」とした監査事務所はな

く、監査事務所の業務管理態勢、品質管理態

勢及び個別監査業務の状況に応じて、「改善

すべき点があるものの概ね良好であると認め

られる」以下の区分に分布している。中小規

模監査事務所においては、大手・準大手監査

法人と比べて総合評価の範囲が下方にシフト

しており、総合評価の低い監査事務所におい

ては、品質管理に対する法人トップの意識が

十分でない、会計・監査をめぐる最近の環境

変化の認識や、現行の監査の基準の理解が社

員・職員において不足している、などの状況

がみられている。ただし、検査を実施した中

小規模監査事務所は、審査会が、品質管理態

勢等を早急に確認する必要がある監査事務所

を主に選定しているためであるということに

も留意が必要である。

⑹	　審査会のモニタリングの視点及び目的
等（基本方針及び基本計画）	
審査会は、モニタリングの目的やその達成

に向けた考え方、各事務年度における重点事

項等を公表している。令和４年４月より、審

査会第７期（令和４年４月〜令和７年３月）

がスタートし、「第７期監査事務所等モニタ

リング基本方針」（以下「基本方針」という）

を策定した（令和４年５月20日公表）。基本

方針の概要は以下のとおり。

社会全体のデジタル化の進展、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大、ウクライナ情勢等の

国際情勢の変化など、監査事務所をめぐる環

境が急速に変化する中、当該環境変化を踏ま

えた効果的・効率的なモニタリングの実施を

通じて、監査事務所自らによる監査の品質の

確保・向上を継続的に促すとともに、監査事

務所における監査の品質管理を含む業務の適

正な運営の確保に努める。特に、モニタリン

グの実施においては、①監査事務所における

リスク・アプローチに基づく品質管理システ

ムの導入に向けた準備・対応状況や導入後に

おける整備・運用状況の確認・検証や、②監

査品質の確保・向上が急務と考えられる中小

規模監査事務所に対する検査をより重視した

運用を行う。

上記基本方針を踏まえ、「令和５事務年度監

査事務所等モニタリング基本計画」（以下「基

本計画」という）を策定し、本レポートと併

せて公表した。基本計画の概要は以下のとお

り。

〇	モニタリング基本計画（検査以外の基本
計画）

①	　協会の品質管理レビューの検証及び協会

との連携

審査会は、今後、品質管理レビューが登録

上場会社等監査人の適格性の確認手段として

更に重要な役割を担っていくことに鑑み、協

会との間で、品質管理レビューの実施態勢の

強化等に向けた深度ある議論を行っていく。

②　報告徴収

大手監査法人及び準大手監査法人に対して

は、定期的に、業務管理態勢等に関する定量

的・定性的な情報を収集し、分析する。中小

規模監査事務所に対しては、協会の品質管理

レビューの結果等を踏まえ、監査事務所の規

模や特性に応じた情報を適宜徴収し、分析す

る。また、自主的な監査の品質の確保・向上

を促すため、必要に応じて、報告内容に関す

るヒアリングを併せて実施する。

③	　監査事務所に関する情報等の収集・分析

等

大手監査法人及び準大手監査法人のトップ

を含む経営層との定期的な対話を通じて、法

人の最新の業務管理態勢等に関する情報収集

を行うほか、問題認識の共有を図る。また、

上場会社監査等を担う中小規模監査事務所と

の対話についても引き続き実施する。

〇検査基本計画
検査については、監査の品質の向上に向け

た監査事務所経営層のコミットメントや、業
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務管理態勢・品質管理態勢の実効性のほか、

不正リスクや会計上の見積り等に係る監査手

続の実施状況等を全ての監査事務所に対する

共通重点検証項目とした上で、以下のとおり

実施する。

①　大手監査法人

原則として毎年検査を実施する（通常検査

とフォローアップ検査を交互に実施）。フォ

ローアップ検査では、個別監査業務に対する

検証は原則行わず、通常検査での指摘事項に

対する改善施策の運用状況等について検証す

る（検査に代えて、報告徴収により、改善に

向けた取組を確認する場合がある）。

検査においては、特に、品質管理部門によ

る個別監査業務に対するモニタリングの実施

状況や、被監査会社において不適切な会計処

理があった場合における監査手続の不備やそ

の原因に係る事後検証及びその後の改善対応

の実施状況等に着眼して検証する。

②　準大手監査法人

上場会社監査の担い手としての役割が増大

していることに鑑み、原則として２年ごとに

検査を実施する。

検査においては、特に、トップを含む経営

層による監査の品質を重視する組織風土の醸

成に向けた取組の状況や、品質管理部門と監

査現場（事業部等）との連携の状況、品質管

理部門による個別監査業務に対するモニタリ

ングの実施状況に着眼して検証する。

③　中小規模監査事務所

協会の品質管理レビュー結果等を踏まえ、

監査事務所の品質管理態勢を早急に確認する

必要性を検討の上、検査を実施する。なお、

上場会社監査の担い手としての役割が増大し

ていることのほか、改正公認会計士法におい

て上場会社等監査人登録制度が導入されたこ

とに鑑み、中小規模監査事務所に対する検査

をより重視した運用を行う。

検査においては、特に、法令・職業倫理を

遵守する組織風土の醸成に向けた取組のほ

か、社員・職員の職業倫理、独立性や法令等

遵守に対する認識等に着眼して検証する。

Ⅲ．監査事務所の運営状況
⑴	　監査法人のガバナンス・コードを踏ま
えた取組
公認会計士法の改正に伴う関連政府令によ

り、上場会社等の監査を行う監査法人は、監

査法人のガバナンス・コード（以下「ガバナ

ンス・コード」という）に沿った業務を実施

する体制や充実した情報開示を行うための体

制を整備することを義務付けられた。このた

め、ガバナンス・コードは中小監査法人等に

おける受入れにも馴染む内容とすることなど

を目的として、令和５年３月に改訂されてい

る。主な改訂の内容は、以下のとおりである。

・上場会社等の監査を行う監査事務所全般を
対象とするための改訂

　　前文において、上場企業等の監査を担う

監査法人における組織的な運営の姿を念頭

において策定されている旨、上場企業等の

監査を担う共同事務所や個人経営の監査事

務所も対象となる旨等を記載。

・中小監査法人の受入れに馴染むための改訂
　　原則２において、経営機関を設けない場

合は、実効的な経営機能を確保すべき旨、

原則３において、監督・評価機関を設けな

い場合、監督・評価機能や経営機能の実効

性を支援する機能を確保すべき旨、創意工

夫して独立第三者の知見を活用すべき旨を

記載。

・情報開示の充実に向けた改訂
　　原則５において、品質管理、ガバナンス、

ＩＴ・デジタル、人材、財務、国際対応の

観点から、規模・特性等を踏まえ、説明す

べき旨を記載。

・グローバルネットワークに関する開示の充
実に向けた改訂

　　原則１において、監査法人がグローバル

ネットワークに加盟している場合や、他の
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法人等との包括的な業務提携等を通じてグ

ループ経営を行っている場合、グローバル

ネットワークやグループとの関係性や位置

付けについて、どのような在り方を念頭に

監査法人の運営を行っているのかを明らか

にすべき旨、原則５において、グローバル

ネットワークへの加盟やグループ経営を行

う意義・目的、監査品質の確保やその持続

的向上に影響を及ぼすリスクや軽減策等を

説明すべき旨を記載。

ガバナンス・コードは適用にあたって「コ

ンプライ・オア・エクスプレイン（原則を実

施するか、実施しない場合には、その理由を

説明する）」の手法によることが想定されて

いる。各監査法人等がガバナンス・コードを

いかに実践し、実効的な組織運営を実現する

かについては、それぞれの規模・特性を踏ま

えた自律的な対応が求められる。

ガバナンス・コードは、大手・準大手監査

法人の全てと、中小監査法人のうち10法人が

採用を表明している（令和５年３月31日時

点）。本レポートにおいては、監督・評価機

能としての組織体制（原則３）、透明性の確

保（原則５）について、取組状況を分析して

いる。

原則３については、監督・評価機能の強化

のための独立第三者を活用する取組に関し

て、監査法人の規模・特性に応じて特色がみ

られる。すなわち、大手監査法人では、既存

の監督・評価機関の構成員に独立第三者を含

め、監督・評価機関や各小委員会における外

部委員の割合を高めることで、実効性を高め

るための取組を行っている例や、独立機関を

別途設置している例がある。準大手監査法人

においては、独立第三者を監督・評価機関の

構成員等に選任しているものの、「指名」「報

酬」「監査」のプロセスにおける関与は大手

監査法人に比して限定的になっている。中小

監査法人においては、社員の相互牽制が働く

として10法人中４法人が監督・評価機関を設

置していないが、監督・評価機関を設置して

いない法人において、独立第三者を業務運営

上の会議に参加させている例もみられる。

独立第三者については、各監査法人の規模

やガバナンス体制、組織の課題の下で、期待

される知見や経験を持つ者を選任する必要が

あるとともに、監査法人からの独立性に加え

て、監査法人の被監査会社からの独立性につ

いても考慮する必要がある。こうした中、大

手監査法人及び準大手監査法人においては、

一般事業会社の経営経験を持つ者の比率が高

く、中小監査法人では学識経験者又は弁護士

を選任しているケースが多い。

また、原則５については、監査法人が発行

する監査品質に関する報告書等において、ガ

バナンス・コードの各原則への取組を公表し

ているが、小規模になるほど記載項目や公表

内容が簡略化される傾向がみられる。取組事

例としては、

（ア）大手監査法人：監査品質に関する報告

書等を年次で発行するとともに、ウェブサ

イトに公開している。組織体制、品質管理、

人材育成、法人のネットワーク等について

詳述しているほか、近年は監査品質の指標

（ＡＱＩ）やＩＴの有効活用についての説

明も充実している。監査法人による個別の

取組としては、前年度に認識した課題に対

する対応結果及び次年度に取り組む課題を

公表している例や、独立第三者の経営会議

等への出席状況を公表している例もみられ

る。直近では、非財務情報開示や新たな品

質管理基準への対応についての説明もなさ

れている。

（イ）準大手監査法人：監査品質に関する報

告書等を作成するとともに、ウェブサイト

に公開している。大手監査法人より記載内

容が簡略になっているところが多く、大手

監査法人で記載されているＡＱＩ、人材育

成プログラムや研修カリキュラムなどの計

画的な人材育成等について、説明がないと
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ころもみられる。一方で、品質管理に関す

る内部アンケートの結果など、監査品質向

上に向けて構成員の現状評価を公表する例

もみられる。

⑵　会計監査人の異動
上場国内会社の会計監査人の異動状況をみ

ると、令和５年６月期（令和４年７月から令

和５年６月まで）は204件と高い水準で推移

している【図表７】。

異動状況を監査法人の規模別増減でみる

と、大手監査法人から準大手監査法人又は中

小規模監査事務所へ変更している傾向が令和

５年６月期も継続している【図表８】。この

ような動きは、大手監査法人が監査契約の継

続に際して、監査報酬が監査リスクに見合っ

た水準か、監査リスクが継続可能な水準の範

囲内か、業務遂行に必要な人員を確保してい

るか等につき、個別監査業務ごと、若しくは、

法人全体としての分析を通じた業務運営を行

っていることによるものと考えられる。

異動理由については、令和元年６月期まで

は「任期満了」のみを理由としていた開示が

【図表７】監査事務所を変更した上場国内会社数の推移（単
位：件）

合併 合併以外

138 142
207 228 204

54
3

2
8

0192

145

209
236

204

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260

R元年
６月期

R２年
６月期

R３年
６月期

R４年
６月期

R５年
６月期

（資料）各上場国内会社の適時開示に基づき、各期の６月末までに後
任監査人を決定している会社数を集計

【図表８】監査事務所の規模別の異動状況（規模別の純増減の状況）（単位：件）
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多数あったものの、令和２年６月期以

降は、監査報酬の増額提示や会社の事

業規模に適した監査対応と監査報酬の

相当性等、より具体的な理由を開示す

る会社が増えており、令和５年６月期

においては同様の理由や継続監査期間

の長期化を挙げているケースが多い

【図表９】。

なお、会計監査人の異動前後の監査

報酬の状況としては、より規模の大き

い監査事務所への異動の場合には、監

査報酬は増加するケースが多い。同規

模の監査事務所への異動の場合には、

約４割のケース（74件中31件）で監



50 月刊監査研究　2023. 11（No.600）

特別解説　

査報酬が増加しているものの、約４割のケー

ス（74件中33件）で監査報酬が減少している。

より規模の小さい監査事務所へ異動した場合

には、約８割のケース（148件中111件）で監

査報酬が減少しており、特に大手監査法人か

ら中小規模監査事務所への異動でみると、約

９割の異動（94件中82件）において監査報酬

が減少している。

Ⅳ．監査をめぐる環境変化への対応
⑴　中小規模監査事務所をめぐる動向	

近年、上場国内会社の監査において、中小

規模監査事務所の監査の担い手としての役割

が高まっていることを受け、公認会計士法が

改正され、上場会社等監査人登録制度が導入

されている。当制度の下で、協会は登録上場

会社等監査人による上場会社等の監査を公正

かつ的確に遂行するための業務管理体制が法

令等に準拠しているかの確認（「適格性の確

認」）を行う。協会は適格性の確認の手法と

して品質管理レビューを利用するとしてお

り、品質管理レビューは上場会社監査の実施

を可能とする登録の可否及び業務管理体制の

整備の状況を見極めるために重要な役割と責

任を負うこととなり、ガバナンス体制を含む

監査事務所の品質管理システムの有効性につ

いて、より厳格で深度ある検証が求められる。

また、上場会社の監査を行う監査法人等の登

録は、協会内に新たに設置された上場会社等

監査人登録審査会が行う。同審査会は会員３

名と非会員４名で構成されており、登録の審

査や取消の判断は更なる透明性、客観性を以

って行われる。

上場会社等の監査を行う監査事務所は、公

認会計士法施行規則第93条（業務の品質の

管理の状況等の評価及び公表）等への対応が

義務付けられているが、協会は自主規制の範

疇において作成・公表され、その記載内容も

各事務所の自主的な判断による「監査品質の

マネジメントに関する年次報告書」によって

監査事務所の情報開示を充実させるとしてい

る。協会は中小規模監査事務所が自発的に６

つの基盤（品質管理、組織・ガバナンス、人的、

ＩＴ、財務、国際対応の各基盤）に係る情報

開示を行うことで、市場関係者が監査事務所

に対する理解を深めると共に、中小規模監査

事務所が常に資本市場の目線を意識し、監査

品質の向上に取り組むとしている。その実現

【図表９】上場国内会社の会計監査人の異動理由（単位：件）
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に向けて、協会は中小規模監査事務所向けの

対話型研修会やデジタル化支援、資本市場関

係者との意見交換会等の各種支援策を実施し

ている。

改訂品質管理基準には、特に中小規模監査

事務所に対し、行政当局が審査会の検査等を

通じて、監査事務所による主体的な品質管理

の定着に努めるべき旨が記載されている。審

査会は、第７期モニタリング基本方針に基づ

き、中小規模監査事務所に対する検査をより

重視した運用に努めている。

⑵	　サステナビリティの開示及び保証の動
向
近年、企業経営や投資判断におけるサステ

ナビリティが重視され、中長期的な企業価値

に関連する非財務情報の重要性が増してい

る。令和５年１月31日、企業内容等の開示に

関する内閣府令等の改正が公表され、令和５

年３月31日以後終了する事業年度の有価証券

報告書等において、「事業の状況」の中に「サ

ステナビリティに関する考え方及び取組」と

いう記載欄が新設され、企業は「ガバナンス」、

「リスク管理」、「戦略」、「指標及び目標」のう

ち、少なくとも「ガバナンス」及び「リスク

管理」を記載することを求められる。また、

人的資本の開示として、企業は「サステナビ

リティに関する考え方及び取組」の中に人材

の育成に関する方針と社内環境整備に関する

方針及び当該方針に関する指標の内容等につ

いて記載することを求められる。

サステナビリティの開示基準の検討は国内

外で進んでおり、国際的には国際サステナビ

リティ基準審議会（ＩＳＳＢ）がＳ１基準（サ

ステナビリティ関連財務情報の開示に関する

全般的要求事項）及びＳ２基準（気候関連開

示）を2023年６月に最終公表し、2024年１月

以後開始する事業年度から適用される。今後

の新たなリサーチ及び基準設定プロジェクト

の候補として、生物多様性や人的資本等が挙

げられている。国内では、サステナナビリテ

ィ基準委員会（ＳＳＢＪ）が日本版Ｓ１基準

及びＳ２基準の開発を開始しており、令和６

年３月末までに公開草案を公表、令和７年３

月末までに確定することを目標としている。

サステナビリティ情報に対する第三者によ

る保証については、欧州及び米国等では具体

的な時期や対象企業と共に、限定的保証を導

入し、合理的保証に移行することが示されて

いる。国内では、金融審議会ディスクロージ

ャーワーキング・グループが保証の前提とな

る開示基準が国際的に議論の途上であること

などを理由として、サステナビリティ情報に

対する保証は中期的に検討を進めていく必要

があると報告している。監査法人の対応につ

いてみると、大手監査法人は監査法人自体、

あるいは監査法人のグループ会社がサステナ

ビリティ情報に関するアドバイザリー業務の

ほか、任意の保証業務を行っている。また、

サステナビリティ情報保証業務の推進に向け

た部署を設置し、国内外の情報収集や収集し

た情報の法人内の展開、職員の研修を行って

いる。大手監査法人以外の監査法人は情報収

集や法人内の展開に取り組んでいるものの、

その度合いは法人によって異なる。


